
◎特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措

置法 
（平成二八年五月一八日法律第四三号）   

一、提案理由（平成二八年四月六日・衆議院内閣委員会） 

○島尻国務大臣 ただいま議題となりました特定国立研究開発法人による研究開発等の

促進に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上

げます。 

 産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展その他の経済社会情

勢の変化に対応して、産業競争力を強化するとともに、国民が豊かで安心して暮らすこ

とができる社会を実現するためには我が国の科学技術の水準の著しい向上を図ることが

重要となっております。 

 この法律案は、このような観点から、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進

するため、政府による基本方針の策定、中長期目標等に関する特例その他の特別の措置

等について定めることにより、世界最高水準の研究開発の成果の創出並びにその普及及

び活用の促進を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的

とするものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、国立研究開発法人のうち、研究開発等の実績及び体制を総合的に勘案して世

界最高水準の研究開発の成果の創出が相当程度見込まれるものとして、物質・材料研究

機構、理化学研究所、産業技術総合研究所を特定国立研究開発法人として定めます。 

 第二に、政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な

方針を定めなければならないものとし、内閣総理大臣は、総合科学技術・イノベーショ

ン会議の意見を聞いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないも

のとします。 

 第三に、特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例、中長期目標等に関する特例、

役職員の報酬、給与等の特例等を設けるとともに、科学技術に関する内外の情勢に著し

い変化が生じた場合において、主務大臣が必要であると認めるときは、特定国立研究開

発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができるものとします。 

 第四に、政府は、独立行政法人通則法及び個別法の運用に当たっては、特定国立研究

開発法人による研究開発等の特性に常に配慮しなければならないものとします。 

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年十月一日から施行することとし

ております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成二八年四月二六日） 



○西村康稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国立研究開発法人のうち、研究開発等の実績及び体制を総合的に勘案して世

界最高水準の研究開発の成果の創出が相当程度見込まれるものとして、物質・材料研究

機構、理化学研究所、産業技術総合研究所を特定国立研究開発法人として定め、特定国

立研究開発法人による研究開発等を促進するため、政府による基本方針の策定、中長期

目標等に関する特例その他の特別の措置等について定めるものであります。 

 本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日島尻国務大臣から提案理由の説明

を聴取し、二十二日に質疑を行いました。 

 質疑終局後、本案に対し、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公明党及びおおさか

維新の会の四会派共同提案により、特定国立研究開発法人の研究者等の給与その他の処

遇については、優秀な人材の確保並びに若年の研究者等の育成及び活躍の推進に配慮し

て行うものとすること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしまし

た。 

 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はい

ずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成二八年四月二二日） 

○中根（一）委員 ただいま議題となりました特定国立研究開発法人による研究開発等

の促進に関する特別措置法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣

旨を御説明申し上げます。 

 第一に、特定国立研究開発法人の研究者等の給与その他の処遇については、優秀な人

材の確保並びに若年の研究者等の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとすることと

しております。 

 第二に、政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘

案し、特定国立研究開発法人の範囲を含め、関連する制度のあり方について検討し、そ

の結果に基づいて、所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるもの

とすることとしております。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年四月二二日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

一 本法の運用及び今後の独立行政法人制度の見直しに当たっては、一定の共通的規律

を設けることで透明性・適正性を確保すること等を目的として独立行政法人制度を創



設した行政改革の趣旨に反することがないよう、十分留意すること。 

二 特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定や同

方針に基づく中長期目標の策定に当たっては、本附帯決議を踏まえるとともに、法人

の自主性及び自律性を最大限尊重すること。 

三 特定国立研究開発法人が取り組む基礎研究が、イノベーション創出のためには重要

であることに鑑み、特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例及び主務大臣の要

求の規定の運用に当たっては、これを濫用することなく、特定国立研究開発法人の自

主性及び自律性が損なわれないよう最大限配慮すること。 

四 特定国立研究開発法人については国家戦略との連動性を高める観点から総合科学技

術・イノベーション会議の関与が強化されていることに鑑み、主務大臣は、特定国立

研究開発法人の評価の結果に係る総合科学技術・イノベーション会議及び独立行政法

人評価制度委員会の意見を次期中長期目標に適切に反映させること。 

五 独立行政法人通則法における特定国立研究開発法人以外の国立研究開発法人の役員

の報酬等の支給の基準について、当該基準に係る規定が本法の施行により反対解釈さ

れることなく、役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂

行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を

有する人材を確保する必要性を考慮して定めること。 

六 独立行政法人通則法における特定国立研究開発法人以外の国立研究開発法人の職員

の給与等の支給の基準について、当該基準に係る規定が本法の施行により反対解釈さ

れることなく、専ら研究開発に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知

識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて

国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性を考慮して定めること。 

七 国際的な頭脳獲得競争の中で、科学技術イノベーション創出力強化に不可欠な優れ

た人材の養成・確保のため、研究人材及び研究支援人材に係る適切な人件費の確保に

努めること。 

八 我が国の産業競争力の強化に向けて、特定国立研究開発法人が中心となり、大学、

産業界等との連携による研究開発等を促進するための環境を整備するとともに、特定

国立研究開発法人が本法で求められる世界最高水準の研究開発の成果の創出等の使命

を十分に果たせるよう、必要な予算の確保に努めること。 

九 独立行政法人の基礎研究に対する取組が軽視されることのないよう、長期性、不確

実性、予見不可能性、専門性等の研究開発等の特性を踏まえて、適切な資源配分を図

ること。 

十 研究開発における外部資金等の積極的な受入れを促進する観点から、毎年度の運営

費交付金の算定に際して、経営努力による収入の増加を積極的に評価すること、次期

中長期目標期間への繰越しを幅広く認めること等によりインセンティブを最大限機能

させるなど、独立行政法人制度の運用の改善に努めること。 



十一 独立行政法人における公正性、透明性が確保された合理的な調達の実施の重要性

を勘案しつつ、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るため、迅速かつ

効果的な調達ができるよう取り組むこと。 

十二 特定国立研究開発法人が、我が国のイノベーションシステムを強力に駆動する中

核機関として重要な役割を担うことを踏まえ、科学技術イノベーションへの社会的な

信頼や負託に応えるため、研究不正の防止体制を整備するなど、ガバナンスの一層の

強化に努めること。 

三、参議院内閣委員長報告（平成二八年五月一一日） 

○神本美恵子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展その他

の経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化するとともに、国民が豊かで安心

して暮らすことができる社会を実現するためには我が国の科学技術の水準の著しい向上

を図ることが重要であることに鑑み、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進す

るため、政府による基本方針の策定、中長期目標等に関する特例その他の特別の措置等

について定めようとするものであります。 

 なお、衆議院におきまして、特定国立研究開発法人の研究者等の給与その他の処遇に

ついては、優秀な人材の確保並びに若年の研究者等の育成及び活躍の推進に配慮して行

うものとすることを追加すること等を内容とする修正が行われております。 

 委員会におきましては、対象法人選定の経緯、研究開発に係る財政措置の充実、若手

研究者、研究支援者の処遇の改善等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録

によって御承知願います。 

 質疑を終了した後、生活の党と山本太郎となかまたちの山本委員より、国立研究開発

法人理化学研究所については、特定国立研究開発法人としないことを内容とする修正案

が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の山下理事より反対の旨の意見が述べ

られました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数を  

もって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


